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社会福祉法人 梅生会 

好日の園 デイサービスセンターサンテ 



「指定通所介護」・「第 1 号事業・介護予防通所介護相当サービス」 

重 要 事 項 説 明 書 

 

当事業所は、利用者に対して通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次のとおり説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護・要支援」と認定され

た方、又は基本チェックリストの結果「事業対象者」と認定された方が対象となり

ます。 

 

１．事業者 

（１）法人名   社会福祉法人 梅生会 

（２）法人所在地 佐賀県鹿島市古枝乙１０３５番地２ 

（３）電話番号  ０９５４－６２－５２０１ 

（４）代表者氏名 理事長 住江潤子 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 ・指定通所介護事業所  

           平成１８年４月１日指定佐賀県 ４１７０７００２０９号 

          ・第１号事業・介護予防通所介護相当サービス 

           平成３０年４月１日指定    ４１７０７００２０９号 

（２）事業所の目的  介護保険法令の趣旨に従い、利用者が可能な限りその居宅に   

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが  

できるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに 

より、利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに  

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

（３）事業所の名称 好日の園デイサービスセンターサンテ 

（４）事業所の所在地 佐賀県鹿島市高津原６６７番地１ 

（５）電話番号   ０９５４－６９－８２２８ 

（６）事業所長（管理者） 永渕 修平 

（７）当事業所の運営方針 

          ①利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った 

サービスの提供に努めます。 

          ②地域との結びつきを重視し、市町村保険者、地域包括支援センタ

ー、居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉  

サービスを提供するものとの連携に努めます。 

（８）開設年月日  平成１８年１２月１日 

 



 

（９）施設の概要 

 ①敷地・建物   鉄筋コンクリート造り４階建て   

デイサービスセンター床面積（２階部分） 1103.66 ㎡ 

 ②主な設備    食堂・機能訓練室   １室     262.50 ㎡ 

          一般浴室（男女）   ２室      94.50 ㎡ 

          静養室        １室       5.07 ㎡ 

          マッサージ室     １室      19.50 ㎡ 

          相談室        １室       8.35 ㎡ 

          事務室        １室      50.00 ㎡ 

（10）利用定員   ３５人（通常規模型通所介護） 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 鹿島市全域、太良町伊福・三谷地区、 

              嬉野市塩田町五町田・久間地区・真崎・谷所・吉田地区 

              白石町有明深浦・竜王地区 

（２）営業日及び営業時間・利用の申込窓口 

営業日 月曜日～土曜日（但し、大晦日・元旦を除く） 

営業時間 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分 

利用申込窓口 好日の園デイサービスセンターサンテ 生活相談員 

電話 ０９５４－６９－８２２８ 

 

４．職員の配置状況 

 事業所では、利用者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サービス

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

【主な職員の配置状況】（令和７年 4月 1日現在） 

※職員の配置については、指定基準を遵守し、必要に応じて指定基準以上の職員を配置  

しています。 

 

 勤務形態 常勤 非常勤 

職種  専従 兼務 専従 兼務 

管理者  1   

介護職員 ２ ２ ３ １ 

生活相談員  ３  １ 

看護職員  ３  １ 

機能訓練指導員 １    

 



 

【主な職種の勤務体制】 

職 種 勤 務 体 制 

１．介護職員 正規の勤務時間帯  ８：１５～１７：１５ 

☆原則として７名の介護職員が勤務します。 

２．看護職員 正規の勤務時間帯  ８：１５～１７：１５ 

☆原則として 1名の看護職員が勤務します。 

※機能訓練指導員と兼務 

３．生活相談員 正規の勤務時間帯  ８：１５～１７：１５ 

☆原則として 1名の生活相談員が勤務します。 

４．機能訓練指導員 正規の勤務時間帯  ８：１５～１７：１５ 

☆原則として 1名の機能訓練指導員が勤務します。 

※看護職員と兼務 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 ○通所介護計画に基づき、以下のサービスを提供します。 

入浴※ バイタルチェックを行い、入浴又は清拭を行います。寝た

きり等でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

給食 食事の準備、必要な方には介助を行います。管理栄養士が

立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間）12：00～ 

相談・援助等の生

活指導 

レクリエーション 

生活相談員が利用者の相談・援助等を行います。 

時季に応じたレクリエーションや、行事を行います。 

日常動作訓練 集団での体操や個人ごとの機能訓練を通して、利用者の生

活意欲が増進されるよう援助します。 

健康チェック 看護職員等によるバイタルチェック等により、健康状態の

把握に努めます。 

送迎 希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

  ※入浴については要介護の方は加算対象のサービスです。要支援・事業対象者の方は

基本サービスに含まれています。 

  

○サービスを利用した場合の利用料金 

  ①介護保険対象サービス［別紙１・２］参照 

  ②介護保険対象外のサービス 

   ・食費       １食 ５７０円 



   ・レクリエーション、クラブ活動費  材料代等実費相当額 

   ・複写物の交付    実費相当額 

   ・その他の日常生活費 実費相当額 

 

○利用料のお支払方法 

   前記①、②の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算し、請求しますので、翌月２０日   

までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

 

 

 

 

○利用の中止、変更、追加 

 ・利用予定日の前に、利用者の都合により通所介護サービスの利用を中止、変更又は新

たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出て下さい。 

 ・利用予定日の午前８時までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いただく場合があります。（月額利用の方を

除く） 

利用日の午前８時までに申し出があった場合 無料 

利用日の午前８時までに申し出がなかった場合 当日の昼食代相当分５７０円 

 ・サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協

議します。 

 

６．秘密保持 

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は守ります。  

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあ

らかじめ文書により得た上で行います。 
 

７．虐待防止の対応 

 

 

 

 

 

 

 

  ア．現金   

イ．金融機関口座からの自動引落 

ご利用できる金融機関：佐賀銀行、農協、ゆうちょ銀行、佐賀西信用組合 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

・虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

・職員に対し、虐待防止のための研修を定期に実施します。 

・前２号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置きます。 

事業所職員又は擁護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに市町村（地域包括支援センター）へ通報するものとします。 



８．当事業所をご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 事業所内の設備・器具は職員の指示に従ってご利用くださ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償

していただくことがあります。 

喫煙・飲酒 喫煙は、決められた場所でお願い致します。 

飲酒についてはサービス提供に支障が出ることもあります

ので、お断りいたします。 

所持品・現金 高価な品はお持ちにならないでください。 

原則として金銭の持ち込みはご遠慮ください。事業所とし

て責任を負いかねます。 

宗教活動・政治活

動 

物品の売買 

事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動、

物品の売買等はご遠慮ください。 

動物の持ち込み 事業所内へのペットの持ち込みはご遠慮ください。 

 
 

９．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口担当者  生活相談員 

   ○受付時間       毎日 ８：３０～１７：３０ 

   ○ご利用方法      電話 ０９５４－６９－８２２８ 

               面接 相談室  ご意見箱 施設内に設置 

（２）行政機関その他苦情受付期間 

杵藤地区広域市町村圏組合 

介護保険事務所 

所在地  鹿島市中村９１７－２ 

電話番号 ０９５４－６９－８２２２ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

佐賀県国民健康保険団体連合会 所在地  佐賀市呉服元町７－２８ 

電話番号 ０９５２－２６－１４７７ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

佐賀県社会福祉協議会 所在地  佐賀市天神町１－４－１５ 

電話番号 ０９５２－２３－２１５１ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

鹿島市地域包括支援センター 所在地  鹿島市納富分２６４３－１ 

電話番号 ０９５４－６３－２１６０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

   ※苦情を処理するための措置の概要について詳細は［別紙３］参照 



 

（３）第三者評価機関によるサービス評価の実施状況 

【実施の有無】     有 ・ 無 

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関名】  

【評価結果の開示状況】  

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

「指定通所介護サービス」「第１号事業・介護予防通所介護相当サービス」の提供に際

し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

好日の園デイサービスセンターサンテ 

説明者  職名 

 氏名 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、「指定通所介護サービス」「第

１号事業・介護予防通所介護相当サービス」の提供開始に同意しました。 

 

利用者 住所                  

 

氏名              

                  

自署が困難な場合の署名代行者（又は法定代理人） 

  

住所                  

   

氏名            続柄    

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）【要介護認定を受けている場合】 
【基本サービス】通常規模                          （日額） 

認定の区分 計画時間 
1.サービス 
利用料金 

2.介護保険から

給付される 
金額 

3.サービス利用 
に係る自己負担金 
（１－２） 

要介護１ 

3 時間以上 4 時間未満 3,700 円 3,330 円 370 円 

4 時間以上 5 時間未満 3,880 円 3,492 円 388 円 

5 時間以上 6 時間未満 5,700 円 5,130 円 570 円 

6 時間以上 7 時間未満 5,840 円 5,256 円 584 円 

要介護２ 

3 時間以上 4 時間未満 4,230 円 3,807 円 423 円 

4 時間以上 5 時間未満 4,440 円 3,996 円 444 円 

5 時間以上 6 時間未満 6,730 円 6,057 円 673 円 

6 時間以上 7 時間未満 6,890 円 6,201 円 689 円 

要介護３ 

3 時間以上 4 時間未満 4,790 円 4,311 円 479 円 

4 時間以上 5 時間未満 5,020 円 4,518 円 502 円 

5 時間以上 6 時間未満 7,770 円 6,993 円 777 円 

6 時間以上 7 時間未満 7,960 円 7,164 円 796 円 

要介護４ 

3 時間以上 4 時間未満 5,330 円 4,797 円 533 円 

4 時間以上 5 時間未満 5,600 円 5,040 円 560 円 

5 時間以上 6 時間未満 8,800 円 7,920 円 880 円 

6 時間以上 7 時間未満 9,010 円 8,109 円 901 円 

要介護５ 

3 時間以上 4 時間未満 5,880 円 5,292 円 588 円 

4 時間以上 5 時間未満 6,170 円 5,553 円 617 円 

5 時間以上 6 時間未満 9,840 円 8,856 円 984 円 

6 時間以上 7 時間未満 10,080 円 9,072 円 1,008 円 

※職員が送迎を行わない場合、片道につき 47 円差し引かれます。 
 
【加算サービス】 

加算の種類 加算の概要 
1.サービス 
利用料金 
（1 回につき） 

2.介護保険 
から給付さ

れる金額 

3.サービス利用

に係る自己負担

金（１－２） 

入浴介助加算 

（Ⅰ） 

入浴介助を行った場合 
400 円 360 円 40 円 

サービス提供体

制加算（Ⅰ） 

勤続10年以上の介護福

祉士の割合が 25%以上 
220 円 198 円 22 円 

※合計単位数の 9.2％が介護職員等処遇改善加算として加算されます。 

※サービス提供体制加算・介護職員等処遇改善加算は全ての利用者が対象となります。 

★上記料金の自己負担割合は 1 割で計算・表示しています。実際には「負担割合証」に記載さ

れた割合をご負担いただきます。 

 

 

 



（別紙２）【要支援認定を受けている場合・事業対象者の場合】 
【基本サービス】                                

利用形態 認定の区分 

1.サービス 

利用料金 

2.うち、介護

保険から給付

される金額 

3.サービス利用に 

係る自己負担額 

（１－２） 

月額の場合 
要支援 1・事業対象者 17,980 円／月 16,182円／月 1,798 円／月 

要支援２ 36,210 円／月 32,589円／月 3,621 円／月 

日額の場合 
要支援 1・事業対象者 4,360 円／日 3,924 円／日 436 円／日 

要支援２ 4,470 円／日 4,023 円／日 447 円／日 

※日額を選択する場合は要支援１・事業対象者の方は月に１回～４回、要支援２の方は月に  

１回～８回までの利用が可能です。 

※職員が送迎を行わない場合、片道１回につき 47 円差し引かれます。 

 

【加算サービス】 

加算の種類 加算の概要 

1.サービス 

利用料金 

（ひと月） 

2.介護保険から 

給付される金額 

3.サービス利用に 

係る自己負担額 

（１－２） 

生活機能向上 

グループ活動 

加算 

生活機能の向上に対し

て実施される日常生活

上の支援を行った場合 

1,000 円 900 円 100 円 

事業所評価加算 厚生労働大臣が定める

基準に適合している場

合 

1,200 円 1,080 円 120 円 

サービス提供 

体制加算 

（Ⅰ） 

介護福祉士の占める割

合が一定以上の場合 

要支援１ 

事業対象者 

880 円 

 

 

792 円 

 

 

88 円 
要支援 2 

1,760 円 

 

1,584 円 

 

176 円 

※合計単位数の 9.2％が介護職員等処遇改善加算として加算されます。 

※サービス提供体制加算・介護職員等処遇全加算は全ての利用者が対象となります。 

★上記料金の自己負担割合は 1 割で計算・表示しています。実際には「負担割合証」に記載さ

れた割合をご負担いただきます。 



（別紙３） 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

１．処理体制･手順 

 （１）苦情処理台帳に記載 

 （２）苦情処理について事実確認を行なう 

 （３）苦情処理方法を記載し、管理者に決裁を受ける 

 （４）苦情処理について関係職員及び関係者との連携を行う 

 （５）苦情処理の改善解決について利用者に確認を行う 

 （６）苦情処理は、即日対応し、必要に応じて苦情処理検討会を実施する 

 （７）苦情処理についての成果等を苦情処理台帳に記録する 

 （８）事業者段階で解決困難な事例は、国保連に報告し、解決に当たる 

 

２．苦情処理のフローチャート 

 

 

 

申立 

       ③事情聴取 

       ⑤結果伝達 

事業者 

 

 

 

苦情内容の確認 

 

話し合い 

 

 

①申立  ②処理内容調査    ⑥改善報告 

                     ③事情聴取 

                     ⑤結果伝達 

 

国民健康保険連合会 

④話し合い 

 

 

サービス利用者 

苦情(意見)の受付 


